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＜ 「働き方改革」が実施されます ＞

今般の「働き方改革」は、事業者に相当に影響のあるものとなっています。その内容

は多岐にわたり、実施、変更時期が内容により違っているので非常に複雑です。「働き

方改革」の内容につきまして、数回に分けてご案内させていただくこととしました。

働き方改革 第 1 回 「年５日の年次有給休暇の取得が義務化」 

誰が  ： すべての使用者が

誰に  ： 年１０日以上の年次有給休暇を付与した人に

何を  ： 年 ５日以上の年次有給休暇を取得させる

いつから： 平成３１年（２０１９年）４月から実施

働き方改革で「有休」がどう変わるのか？

年次有給休暇は、勤務６カ月後に年１０日間、以後１年毎に付与日数が増えます。そ

して、６年６カ月後に年２０日間となります。勤務日数が短いパートについてはそれよ

りも短い日数の比例付与が行われています。

「働き方改革」では、年１０日以上を付与した人に対して、５日間は使用者が時季を

指定して取得させることが義務 になりました。この５日間には、自分の希望で取得し

た日や、使用者が計画的に付与した日も含まれます 。

初めから５日間の計画的付与（例：全社員に対して〇月〇日～〇月〇日の５日間を有

休付与）できれば一番良いのですが、そうもいかない事業所では各人の取得状況を把握

し、５日未満の人へ取得を促すなどの対応が必要になります。

発行年月時点の情報をもとに記載しており、閲覧時の法令・運用と異なることがあります



 
 

例えば・・・ 
 
具体的には、４月１日に１０日以上の年次有給休暇を付与した人の場合、翌年３月３

１日までに５日以上の取得が必要です。実務的には、例えば、１１月～１２月頃に取得

状況を確認し、５日未満の人へ「貴殿の取得日数は現在３日、残りの２日間をいつ取得

するのか、総務部へ〇月〇日までに連絡してください」「３月３１日までに合計５日と

なるように取得してください」等との通知を行い、４月１日から３月３１日までの間に、

結果として５日以上を取得してもらうような方法も考えられます。 
 
 

一斉の「基準日」により付与している場合は？ 
 
入社日により付与日も違いますので、上記の例で「４月１日」というのは、各人ごと

に異なります。なお、事業所によっては「基準日」を設けて付与している（例：４月１

日に全社員に一斉付与している）場合もあると思いますが、この場合には一斉付与した

「基準日」から１年の間に５日間取得することとなります。 
 
 

いつから変わるのか？ 
 
平成３１年（２０１９年）４月から変わります。平成３１年（２０１９年）４月１日

以降に年次有給休暇を付与する分から「５日間の取得の義務化」が始まります。 
ほかの働き方改革については、実施時期が大企業と中小企業で異なりますが、有休付

与義務化については大企業、中小企業とも一律に実施されます。 
 

 
次回は「時間外労働の上限規制：月４５時間・年３６０時間」についてお知らせします。 
 
 
 
（参考）働き方改革の全体像について（厚生労働省ＨＰ） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000335765.pdf 
 

 
 

 
次ページ以降は厚生労働省のパンフレットです。あわせてご覧ください。 
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＜厚生労働省ＨＰより＞
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